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49大野町と本巣市の間を流れる、根尾川で行われる根尾川花火大会。毎年大勢の方が、
楽しみに訪れる人気の花火です。ふるさとの川面を渡る風で凉をとりながら待ち、星が
きらめくと、花火の打ち上げが始まります。自宅から見るのも良し、近くまで出かけてみ
るのも良し。大輪の花火が、美しく夜空を彩ります。夏の風情を感じ、ゆったりとした時間
を過ごしてみてはいかがでしょうか。（今年度は、８月１０日（土）に開催予定。）

　　　　　  （写真提供：大野町観光協会）

根尾川花火（大野町）
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介護保険ってなんでしょう
　「介護保険被保険者証が送られてきたけど、加入した覚えがないよ。」といった相談を
受けることがあります。今の高齢化社会にとって、たいへん重要な役割をもつ制度です
が、まだまだ馴染みの薄いものかもしれません。まずは介護保険について説明をさせて
いただきます。また、介護保険料についてよくあるお問い合わせもご紹介いたします。

　日本国民全員が４０歳になった月から加入して保険料を支払い、介護が必要な人が適切な介護サービス
を受けられるように社会全体で支えるための仕組みです。６５歳になられた方は、揖斐広域連合より
介護保険被保険者証が交付されます。
　介護が必要となった人は、費用の一部を負担して、さまざまな介護サービスを受けられます。
要介護者が介護サービスを受けることで、介護者となる家族の負担を軽減させて家庭を支えるための
ものでもあります。

●介護保険とは

　医療保険（社会保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険等）とは、病気やケガの治療を受ける
場合に提供される医療のための保険です。介護サービスが提供される介護保険とは別の制度です。

●医療保険とは違うの？

　40歳から64歳まではそれぞれの方が加入している健康保険と一緒に収めていますが、65歳になる
と、揖斐広域連合へ健康保険とは別に納めていただくことになります。

●64歳まで納めた記憶がないのですが？

　介護保険制度は、「介護が必要となった方、及び介護者の負担を社会全体で支える」という考えの
もとに介護保険法で定められていますので、介護保険料を納付する義務が生じます。ご理解いただき
ますようお願いいたします。

●介護保険サービスを利用しない場合は、介護保険料は納めなくてもよいの？

　65歳になって間もない方や他の市区町村から転入された方などが特別徴収（年金天引き）を開始する
には、半年から１年程度の準備期間が必要となります。年金を年額18万円以上受給している方は、
約半年から１年後の４月もしくは10月から特別徴収（年金天引き）になります。それまでは、普通徴収
（納付書または口座振替）により納付してください。納め忘れのない口座振替の利用が便利です。

●普通徴収（納付書または口座振替）で介護保険料を納めています。すぐに年金天引きになりますか？

　普通徴収の納付書支払いの場合は、介護保険料納入通知書兼納付書として送付させていただいてい
ます。通常は冊子状で、３枚目より各期別に分けて該当する納付書がありますので納期限等をご確認
いただき、納付していただきますようお願いいたします。

●65歳になってから、介護保険料に関する通知が届いたけれど納付書は入ってないの？

介護保険ってなんでしょう介護保険ってなんでしょう介護保険ってなんでしょう

◆揖斐広域連合から介護保険に関する通知が届いたときには、内容をしっかりと確認していただき
ますようお願いいたします。ご自身で確認することが難しい方は、確認できる方を指定して文書
の送付先を変更することもできます。
◆ご不明な点、質問等がございましたら、担当係までご連絡ください。
　揖斐広域連合　介護保険課  0585-23-0188

介護保険認定調査員を募集します。

令和６年９月３０日（月）
書類審査及び面談

☆応募期限
☆選考方法

お問合せ先（事務局）
　揖斐広域連合　介護保険課　電話 0585－23－0188
　揖斐郡揖斐川町上南方1－1　揖斐総合庁舎５階

■ 介護保険認定調査員（会計年度任用職員）

若干名
⑴揖斐郡内に在住の方　⑵普通自動車免許を有する方　⑶パソコンが使える方（エクセル、ワード等）
令和７年１月６日～令和７年３月３１日
月～金曜日　午前８時３０分から午後４時１５分まで（国民の休日および年末年始を除く）

◎募集人数
◎応募資格
◎雇用期間
◎勤務時間

介護保険サービスを希望する方がどの程度の要支援状態・要介護状態にあるかを、実際に希望する方にお会いして調査
するお仕事です。揖斐広域連合の職員として勤務します。

※勤務条件や応募の際の必要書類などは事務局までお問合せください。



　第１回定例会で議決された、令和６年度各会計予算の内容をお知らせします。

・歳入の主な内容は、３町からの負担金と広域斎場の使用料です。
・歳出の主な内容は、総務費と広域斎場の運営等にかかる衛生費・公債費です。
・広域斎場の火葬炉の修繕と、屋上防水工事等を実施します。
・一般会計の総額は352,841千円で、前年度より20,651千円の減額となります。（△5.5％）

・歲入の主な内容は、保険料、分担金及び負担金(３町負担金)、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金です。
・歳出の主な内容は、保険給付費、地域支援事業費などです。
・介護保険特別会計の総額は、7,172,337千円で、前年度より283,337千円の増額となります。（4.1％）
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　このたび、６月26日より新たに揖斐広域連合長に就任いたしました。広域連合長という要職に就任するに
あたり、その職責の重さに改めて身が引き締まる思いをいたしております。
　ご存知のとおり、揖斐広域連合では揖斐川町、大野町、池田町の３町の介護保険業務、揖斐広域斎場業
務のほか分収造林事業等の広域的な事業を行っており、指定管理により管理運営としておりました、特別養
護老人ホーム「尚和園」は、令和６年４月に社会福祉法人 浩仁会へ移譲いたしました。今後は民間の施設

　揖斐広域連合老人福祉施設「尚和園」（以下「尚和園」という。）は、平成４年４月に特別養護老人ホームとして、当時の揖
斐郡２町５村（揖斐川町、大野町、谷汲村、春日村、久瀬村、藤橋村、坂内村）で構成する揖斐郡老人福祉施設事務組合が開
所した施設で、その後、平成16年４月より、揖斐広域連合が事務継承し揖斐郡管内において介護を必要とする高齢者福祉の向
上に貢献してまいりましたが、その後の国の構造改革、規制緩和という施策など福祉を取り巻く環境の変化を踏まえ、将来にわ
たり住民が安心して利用できるよう、良好な経営実績を有する社会福祉法人へ施設を移譲することといたしました。「尚和園」
の移譲に関して、令和５年８月に公募を行い、同年９月に移譲先法人選定委員会において、応募者「社会福祉法人浩仁会」を
移譲先法人に選定し、同年11月の揖斐広域連合議会において承認をいただき、民営化に関する協定を締結し令和６年４月に
社会福祉法人浩仁会へ移譲を致しました。
　今後は民間の施設となりますが、引き続き揖斐郡管内の老人福祉施設として運営されます「尚和園」をよろしくお願いいたし
ます。

となりますが、引き続き揖斐郡管内の老人福祉施設として運営されます「尚和園」をよろしくお願いいたします。
　平成12年にスタートした介護保険制度も24年が経過し、これまでの間には、介護予防を重視し、高齢者の生活を総合的に
支えていく地域包括支援センターの設置や医療、介護、予防、住まい、生活支援のサービスが切れ目なく提供される「地域包括
ケアシステム」の構築、市町村の地域事情に応じた取組を可能とする「介護予防・日常生活支援総合事業」の創設などがあり、
全国的な超高齢化社会の到来とともに高齢者を取り巻く社会情勢は大きく変化してきており、広域連合の主要業務であります
介護保険を取り巻く状況も、非常に厳しいものがあります。
　そうした中にあっても、今後とも、住民の皆様方が、住みなれた地域で安心して暮らし続けることができますよう、介護保険
の安定的・効率的な運営をはじめ、各種事業の推進に誠心誠意務めてまいりたいと考えておりますので、皆様方のご理解とご
協力を重ねてお願い申し上げまして、就任のごあいさつといたします。

揖斐広域連合長 岡 部 栄 一就任のごあいさつ

揖斐広域連合老人福祉施設「尚和園」の民営化について
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　第１回定例会で議決された、令和６年度各会計予算の内容をお知らせします。

・歳入の主な内容は、３町からの負担金と広域斎場の使用料です。
・歳出の主な内容は、総務費と広域斎場の運営等にかかる衛生費・公債費です。
・広域斎場の火葬炉の修繕と、屋上防水工事等を実施します。
・一般会計の総額は352,841千円で、前年度より20,651千円の減額となります。（△5.5％）

・歲入の主な内容は、保険料、分担金及び負担金(３町負担金)、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金です。
・歳出の主な内容は、保険給付費、地域支援事業費などです。
・介護保険特別会計の総額は、7,172,337千円で、前年度より283,337千円の増額となります。（4.1％）
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域
連
合
広
域
計
画
（
第
５
期
）

の
策
定
に
つ
い
て

 

・
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
10
年
度
ま
で

の
揖
斐
広
域
連
合
広
域
計
画
（
第
５

期
）
を
策
定
し
ま
し
た
。

◎
揖
斐
広
域
連
合
会
計
年
度
任
用
職
員

の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

 

・
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
し
勤
勉
手

当
を
支
給
す
る
た
め
、
条
例
の
一
部

を
改
正
し
ま
し
た
。

◎
揖
斐
広
域
連
合
老
人
福
祉
施
設
尚
和

園
条
例
の
廃
止
等
に
関
す
る
条
例
に

つ
い
て

 

・
老
人
福
祉
施
設
尚
和
園
の
民
営
化
に

伴
い
、
関
係
す
る
複
数
の
条
例
に
つ

い
て
、
廃
止
及
び
所
要
の
改
正
を
し

ま
し
た
。

◎
揖
斐
広
域
連
合
介
護
保
険
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

 

・
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で

の
保
険
料
額
を
定
め
る
こ
と
な
ど
、

条
例
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。

◎
令
和
５
年
度
揖
斐
広
域
連
合
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
に
つ
い
て

 

・
３
町
か
ら
の
派
遣
職
員
の
経
費
負
担

金
の
増
額
や
早
期
退
職
者
の
退
職
手

当
組
合
負
担
金
の
増
額
等
の
た
め
補

正
し
ま
し
た
。

　
補
正
額
（
増
額
）７５

０
万
５
，０
０
０
円

　
令
和
６
年
第
１
回
定
例
会
が
２
月
19
日
に
開
催
さ
れ
、
条
例
の
制
定
及
び

一
部
改
正
、
令
和
５
年
度
補
正
予
算
、
令
和
６
年
度
当
初
予
算
な
ど
の
議
案

が
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　このたび、６月26日より新たに揖斐広域連合長に就任いたしました。広域連合長という要職に就任するに
あたり、その職責の重さに改めて身が引き締まる思いをいたしております。
　ご存知のとおり、揖斐広域連合では揖斐川町、大野町、池田町の３町の介護保険業務、揖斐広域斎場業
務のほか分収造林事業等の広域的な事業を行っており、指定管理により管理運営としておりました、特別養
護老人ホーム「尚和園」は、令和６年４月に社会福祉法人 浩仁会へ移譲いたしました。今後は民間の施設

　揖斐広域連合老人福祉施設「尚和園」（以下「尚和園」という。）は、平成４年４月に特別養護老人ホームとして、当時の揖
斐郡２町５村（揖斐川町、大野町、谷汲村、春日村、久瀬村、藤橋村、坂内村）で構成する揖斐郡老人福祉施設事務組合が開
所した施設で、その後、平成16年４月より、揖斐広域連合が事務継承し揖斐郡管内において介護を必要とする高齢者福祉の向
上に貢献してまいりましたが、その後の国の構造改革、規制緩和という施策など福祉を取り巻く環境の変化を踏まえ、将来にわ
たり住民が安心して利用できるよう、良好な経営実績を有する社会福祉法人へ施設を移譲することといたしました。「尚和園」
の移譲に関して、令和５年８月に公募を行い、同年９月に移譲先法人選定委員会において、応募者「社会福祉法人浩仁会」を
移譲先法人に選定し、同年11月の揖斐広域連合議会において承認をいただき、民営化に関する協定を締結し令和６年４月に
社会福祉法人浩仁会へ移譲を致しました。
　今後は民間の施設となりますが、引き続き揖斐郡管内の老人福祉施設として運営されます「尚和園」をよろしくお願いいたし
ます。

となりますが、引き続き揖斐郡管内の老人福祉施設として運営されます「尚和園」をよろしくお願いいたします。
　平成12年にスタートした介護保険制度も24年が経過し、これまでの間には、介護予防を重視し、高齢者の生活を総合的に
支えていく地域包括支援センターの設置や医療、介護、予防、住まい、生活支援のサービスが切れ目なく提供される「地域包括
ケアシステム」の構築、市町村の地域事情に応じた取組を可能とする「介護予防・日常生活支援総合事業」の創設などがあり、
全国的な超高齢化社会の到来とともに高齢者を取り巻く社会情勢は大きく変化してきており、広域連合の主要業務であります
介護保険を取り巻く状況も、非常に厳しいものがあります。
　そうした中にあっても、今後とも、住民の皆様方が、住みなれた地域で安心して暮らし続けることができますよう、介護保険
の安定的・効率的な運営をはじめ、各種事業の推進に誠心誠意務めてまいりたいと考えておりますので、皆様方のご理解とご
協力を重ねてお願い申し上げまして、就任のごあいさつといたします。

揖斐広域連合長 岡 部 栄 一就任のごあいさつ

揖斐広域連合老人福祉施設「尚和園」の民営化について
令和5年度
277,489
27,783
32,914
16,458
316
1

2,000
16,531
373,492

令和6年度
269,795
27,750
35,276
17,639
279
1

2,000
101

352,841

増減率（％）
△ 2.8
△ 0.1
7.2
7.2

△ 11.7
0.0
0.0

△ 99.4
△ 5.5

令和5年度
1,513,376
973,304

3
1,528,987
1,784,596
975,357

8
65,831
47,453

84
1

6,889,000

令和6年度
1,579,138
1,047,493

3
1,566,688
1,847,868
1,005,371

8
70,555
55,167

45
1

7,172,337

増減率（％）
4.3
7.6
0.0
2.5
3.5
3.1
0.0
7.2
16.3

△ 46.4
0.0
4.1

令和5年度
118,570

6,512,457
1

245,451
50

2,052
10,419

6,889,000

令和6年度
165,618

6,751,688
1

242,928
50

2,052
10,000

7,172,337

増減率（％）
39.7
3.7
0.0

△ 1.0
0.0
0.0

△ 4.0
4.1

令和5年度
361

117,078
94,608
98,080
1,071
60,294
2,000

373,492

令和6年度
365

124,954
71,051
90,860
196

63,415
2,000

352,841

増減率（％）
1.1
6.7

△ 24.9
△ 7.4
△ 81.7

5.2
0.0

△ 5.5

拠出
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　揖斐広域連合では、令和６年３月に「揖斐広域連合第９期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」を
策定しました。これは、今後の人口減少に伴い、医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加や介護
人材不足への対応と地域包括ケアシステムの深化・推進を図るための施策を展開していく計画です。

揖斐広域斎場利用状況（令和5年度）
（令和6年2月末現在）

7,687
3 ,267
4 ,420

6 ,652
3 ,065
3 ,587

6 ,773
3 ,053
3 ,720

21 ,112
9 ,385
11 ,727

21 ,078
9 ,885
11 ,193

34
△  500
534

267
187
602

1 ,056

254
155
479
888

261
162
433
856

782
504

1 ,514
2 ,800

811
428

1 ,202
2 ,441

△  29
76
312
359

（令和5年4月～令和6年2月までの累計）

・ 令和5年4月から令和6年2月までの認定申請は、2,800件で前年同期間より359件増加しています。
・ 申請のうち、新規申請が782件、区分変更申請が504件、更新申請が1,514件です。

0
58
105
242
186
186
139
129

1 ,045

1
79
93
191
172
108
115
101
860

5
62
90
172
148
128
113
83
801

133
6

199
288
605
506
422
367
313

2 ,706

106
4

123
239
496
395
335
285
284

2 ,161

27
2
76
49
109
111
87
82
29
545

62
4
58
1
63

5.0%

125
11
114
2

127
10.0%

290
22
268
8

298
23.4%

254
13
241
5

259
20.4%

232
18
214
3

235
18.5%

156
15
141
1

157
12.3%

129
12
117
4

133
10.4%

1,248
95

1,153
24

1,272
100.0%

98.1%
7.5%
90.6%
1.9%

100.0%

84
8
76
1
85

8.3%

121
15
106
0

121
11.8%

230
25
205
5

235
23.0%

208
28
180
10
218

21.4%

137
15
122
5

142
13.9%

107
11
96
4

111
10.9%

106
13
93
3

109
10.7%

993
115
878
28

1,021
100.0%

97.3%
11.3%
86.0%
2.7%

100.0%

70
7
63
1
71

7.1%

112
11
101
3

115
11.5%

201
14
187
9

210
21.0%

217
18
199
4

221
22.1%

161
13
148
5

166
16.6%

122
9

113
5

127
12.7%

968
83
885
32

1,000
100.0%

96.8%
8.3%
88.5%
3.2%

100.0%

・ 令和5年4月から令和6年2月までに審査会を133回開催し、2,706件の審査判定を行いました。そのうち、6件が非該当と判定されました。
  取下げ等により、申請件数より判定件数が少なくなっています。

（令和5年4月～令和6年2月までの累計）

（令和6年2月末現在）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
21 
29 
15 
10 
75 

25 
21 
21 
14 
81 

28 
16 
18 
11 
73 

23 
25 
16 
12 
76 

32 
21 
30 
14 
97 

29 
21 
28 
13 
91 

27 
28 
22 
8 
85 

37 
28 
27 
11 
103 

29 
30 
15 
9 
83 

44 
31 
21 
17 
113 

33 
27 
21 
8 
89 

350 
299 
261 
138 

1,048 

22 
22 
27 
11 
82 

町 名
揖 斐 川 町
大 野 町
池 田 町
そ の 他
合 計

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
6 
1 
0 
0 
0 
21 
4 
0 
7 
39 

8 
0 
0 
0 
0 
31 
7 
0 
8 
54 

8 
4 
0 
0 
0 
27 
1 
0 
12 
52 

10 
2 
0 
1 
0 
24 
2 
2 
11 
52 

7 
4 
1 
0 
0 
33 
4 
0 
11 
60 

11 
4 
0 
0 
0 
30 
8 
0 
13 
66 

9 
3 
0 
0 
0 
30 
4 
0 
12 
58 

9 
2 
1 
0 
0 
37 
14 
0 
10 
73 

9 
2 
0 
0 
0 
39 
9 
0 
11 
70 

9 
4 
0 
0 
0 
38 
17 
0 
13 
81 

12 
0 
0 
0 
0 
42 
18 
0 
13 
85 

107 
27 
2 
1 
0 

382 
94 
2 

131 
746 

9 
1 
0 
0 
0 
30 
6 
0 
10 
56 

菊の間（通夜・告別式）
蓮の間（通夜・告別式）
菊の間（ 告 別 式 の み ）
蓮の間（ 告 別 式 の み ）
菊・蓮の間（通夜のみ）

待 合 い 洋 室
待 合 い 和 室
霊 安 室
祭 壇
合 計

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
7 
19 
8 
34 

8 
17 
7 
32 

24 
23 
8 
55 

17 
13 
14 
44 

20 
11 
5 
36 

11 
11 
17 
39 

17 
15 
10 
42 

16 
26 
16 
58 

17 
15 
13 
45 

17 
13 
11 
41 

11 
21 
10 
42 

180 
204 
133 
517 

15 
20 
14 
49 

町 名
揖 斐 川 町
大 野 町
池 田 町
合 計

85
11
74
5
90

9.0%

揖斐広域連合第９期高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定について

（基本目標及び施策）

（基本理念）

１　住み慣れた地域で安心して暮らす仕組みづくり

１　地域包括ケアシステムの深化・推進

２　認知症施策の推進

３　医療・介護の連携推進

４　家族介護者支援の推進

５　高齢者の権利擁護・虐待防止

６　高齢者が安心して暮らせる福祉サービスの充実

７　防犯・防災対策の推進

８　安心・安全な住環境の整備

３　介護保険事業の充実と給付適正化 

１　介護サービスの充実

２　介護人材等の確保

３　情報提供・相談体制の充実

４　低所得者対策の推進

５　介護給付の適正化

２　高齢者がいきいきと暮らすことができる
　　介護予防と生きがいづくり

１　介護予防・健康づくりの推進

２　生活支援体制整備の推進

３　高齢者の社会参加や交流の促進

高齢者が健康で生きがいを持ちみんなが参加するふれあい福祉のまちづくり

※詳細については「揖斐広域連合ホームページ」をご覧ください。
　http://www.ibikouiki.com
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　揖斐広域連合では、令和６年３月に「揖斐広域連合第９期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」を
策定しました。これは、今後の人口減少に伴い、医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加や介護
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（令和6年2月末現在）

7,687
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4 ,420
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21 ,078
9 ,885
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1 ,056
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155
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888
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1 ,514
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811
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（令和5年4月～令和6年2月までの累計）

・ 令和5年4月から令和6年2月までの認定申請は、2,800件で前年同期間より359件増加しています。
・ 申請のうち、新規申請が782件、区分変更申請が504件、更新申請が1,514件です。
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・ 令和5年4月から令和6年2月までに審査会を133回開催し、2,706件の審査判定を行いました。そのうち、6件が非該当と判定されました。
  取下げ等により、申請件数より判定件数が少なくなっています。
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11 
60 

11 
4 
0 
0 
0 
30 
8 
0 
13 
66 

9 
3 
0 
0 
0 
30 
4 
0 
12 
58 

9 
2 
1 
0 
0 
37 
14 
0 
10 
73 

9 
2 
0 
0 
0 
39 
9 
0 
11 
70 

9 
4 
0 
0 
0 
38 
17 
0 
13 
81 

12 
0 
0 
0 
0 
42 
18 
0 
13 
85 

107 
27 
2 
1 
0 

382 
94 
2 

131 
746 

9 
1 
0 
0 
0 
30 
6 
0 
10 
56 

菊の間（通夜・告別式）
蓮の間（通夜・告別式）
菊の間（ 告 別 式 の み ）
蓮の間（ 告 別 式 の み ）
菊・蓮の間（通夜のみ）

待 合 い 洋 室
待 合 い 和 室
霊 安 室
祭 壇
合 計

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
7 
19 
8 
34 

8 
17 
7 
32 

24 
23 
8 
55 

17 
13 
14 
44 

20 
11 
5 
36 

11 
11 
17 
39 

17 
15 
10 
42 

16 
26 
16 
58 

17 
15 
13 
45 

17 
13 
11 
41 

11 
21 
10 
42 

180 
204 
133 
517 

15 
20 
14 
49 

町 名
揖 斐 川 町
大 野 町
池 田 町
合 計

85
11
74
5
90

9.0%

揖斐広域連合第９期高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定について

（基本目標及び施策）

（基本理念）

１　住み慣れた地域で安心して暮らす仕組みづくり

１　地域包括ケアシステムの深化・推進

２　認知症施策の推進

３　医療・介護の連携推進

４　家族介護者支援の推進

５　高齢者の権利擁護・虐待防止

６　高齢者が安心して暮らせる福祉サービスの充実

７　防犯・防災対策の推進

８　安心・安全な住環境の整備

３　介護保険事業の充実と給付適正化 

１　介護サービスの充実

２　介護人材等の確保

３　情報提供・相談体制の充実

４　低所得者対策の推進

５　介護給付の適正化

２　高齢者がいきいきと暮らすことができる
　　介護予防と生きがいづくり

１　介護予防・健康づくりの推進

２　生活支援体制整備の推進

３　高齢者の社会参加や交流の促進

高齢者が健康で生きがいを持ちみんなが参加するふれあい福祉のまちづくり

※詳細については「揖斐広域連合ホームページ」をご覧ください。
　http://www.ibikouiki.com
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358
37
321
5

363
11.0%

721
61
660
22
743

22.6%

679
59
620
19
698

21.2%

530
46
484
13
543

16.5%

385
35
350
10
395

12.0%

320
36
284
12
332

10.0%

3,209
293

2,916
84

3,293
100.0%

216
19
197
3

219
6.7%

97.4%
8.9%
88.5%
2.6%

100.0%

・ 令和6年2月末の要介護（要支援）認定者数は第1号被保険者が3,209人、第2号被保険者が84人で合計3,293人となっています。
・ 認定者の年齢別では65歳以上75歳未満の第1号被保険者が293人（全体の8.9%）、75歳以上の第1号被保険者が2,916人（全体の
  88.5%）、40歳以上65歳未満の第2号被保険者が84人（全体の2.6%）となっています。
※構成比は端数処理の関係で合計値が合わない場合があります。

・ 令和5年3月から令和6年2月までの給付費の総額は5,874,574千円となっており、前年と比較して379,187千円の減となっています。
・ 訪問介護、通所介護等の居宅（介護予防）サービスの総額は2,399,502千円、グループホーム等の地域密着型（介護予防）サービスの総額
  は1,187,984千円、特別養護老人ホーム等の施設サービスの総額は2,033,556千円となっています。
※費用構成比は端数処理の関係で合計値が合わない場合があります。

認知症対応型通所介護    
小規模多機能型居宅介護    
認知症対応型共同生活介護    
地域密着型老人福祉施設    
地域密着型通所介護    
定期巡回・随時対応型訪問介護看護  

906,700
101,872
12,714
49,840
5,544
18,256
265,883
109,733
93,690
49,462
62,866
2,582
6,548
18,733
108,977
547,724
12,562
21,789
345,298
107,944
60,131

0
900,324
434,496
455,954
9,874
58,105
45,110
8,652

2,466,615

734,177
117,836
12,088
33,561
11,412
10,939
82,730
231,101
40,082
43,333
55,189
2,602
7,747
8,471
77,086
399,071
15,636
19,498
189,903
146,079
25,490
2,465

591,667
245,496
343,411
2,760
41,834
36,374
6,709

1,809,832

758,625
120,939
8,979
34,891
10,939
10,081
202,981
85,113
89,536
26,656
55,065
2,852
4,744
22,303
83,546
241,189
15,584
28,935
174,804
8,824
13,042

0
541,565
272,789
264,925
3,851
29,995
21,352
5,401

1,598,127

2,399,502
340,647
33,781
118,292
27,895
39,276
551,594
425,947
223,308
119,451
173,120
8,036
19,039
49,507
269,609

1,187,984
43,782
70,222
710,005
262,847
98,663
2,465

2,033,556
952,781

1,064,290
16,485
129,934
102,836
20,762

5,874,574

40.8%
5.8%
0.6%
2.0%
0.5%
0.7%
9.4%
7.3%
3.8%
2.0%
2.9%
0.1%
0.3%
0.8%
4.6%
20.2%
0.7%
1.2%
12.1%
4.5%
1.7%
0.0%
34.6%
16.2%
18.1%
0.3%
2.2%
1.8%
0.4%

100.0%

2,479,461
346,334
33,457
111,389
28,329
41,227
587,546
457,871
220,801
103,678
181,286
8,683
23,275
49,165
286,420

1,299,412
54,850
76,301
765,350
285,490
115,691
1,730

2,198,949
1,083,711
1,094,515

20,723
135,197
120,556
20,186

6,253,761

（令和5年3月～令和6年2月利用分）

23％ 27％

23％

令和6年度

令和6年度 ※保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて３年ごとに設定されます。
※第１～３段階は、軽減措置後の保険料率および保険料です。

訪問介護
訪問入浴
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養・医療介護
福祉用具貸与
福祉用具購入費
住宅改修費
特定施設入居者生活介護
予防・介護サービス計画費

　介護保険は、４０歳以上の方が被保険者になって介護保険料を納め、介護が必要になったときに適切な
介護保険サービスが受けられる制度です。この制度は国や市区町村などからの公費とともに、みなさんが
納める保険料を財源として運営されています。
　６５歳以上（第１号被保険者）の方には、住民税確定後の７月中旬に令和6年度の介護保険料を算定し
（本算定）、「介護保険料納入通知書（兼納付書）」によりお知らせします。
　みなさんが安心して介護保険を利用できるよう、保険料の納付にご協力をお願いします。

　第９期揖斐広域連合高齢者福祉計画・介護保険事業計画により、令和６年度から９年度の介護保険料が
見直されました。これは、今後の介護給付費（サービス費）の増額を見込み、介護保険制度の持続可能性を
確保するためのものです。   
〇令和５年度までとの変更点
　所得段階を９段階から１３段階への多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の
引下げが国から示され、下記のとおり保険料を設定しました。

　介護保険料は、特別徴収
（老齢年金等から保険料が
差し引かれる方法）と、普通
徴収（納付書もしくは口座
振替による方法）の２通り
があり、原則は特別徴収の
ため、本人の希望で特別徴
収と普通徴収を選択する
ことはできません。普通徴
収の方は、納期限を忘れず
に納付してください。

６５歳以上（第１号被保険者）の方の介護保険料は、７月に決まります。

★６５歳以上の方は、サービス費用の２３％を人口で割って保険料として負担していただきます。

21,200円

３６，０００円

５０，９００円

６６，９００円

７４，４００円

８９，２００円

９６，７００円

１１１，６００円

１２６，４００円

基準額
×０．２８５

基準額
×０．４８５

基準額
×０．６８５

基準額
×０．９

基準額

基準額
×１．２

基準額
×１．３

基準額
×１．５

基準額
×１．７

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が１２０万円未満の方

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満の方

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満の方

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が３２０万円以上４２０万円未満の方

○世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が
　８０万円超１２０万円以下の方

○世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が
　１２０万円超の方

○世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、
　前年の合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下の方

○世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、
　第４段階以外の方

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

第1段階
○生活保護を受けている方
○世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方
○世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下の方

１４１，３００円

１５６，２００円

１７１，１００円

１７８，５００円

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が４２０万円以上５２０万円未満の方

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が５２０万円以上６２０万円未満の方

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が６２０万円以上７２０万円未満の方

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が７２０万円以上の方

第１０段階

第１１段階

第１２段階

第１３段階

基準額
×１．９

基準額
×２．１

基準額
×２．３

基準額
×２．４

以下、新設

74,400円　です。
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358
37
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5

363
11.0%

721
61
660
22
743

22.6%

679
59
620
19
698

21.2%

530
46
484
13
543

16.5%

385
35
350
10
395

12.0%

320
36
284
12
332

10.0%

3,209
293

2,916
84

3,293
100.0%

216
19
197
3

219
6.7%

97.4%
8.9%
88.5%
2.6%

100.0%

・ 令和6年2月末の要介護（要支援）認定者数は第1号被保険者が3,209人、第2号被保険者が84人で合計3,293人となっています。
・ 認定者の年齢別では65歳以上75歳未満の第1号被保険者が293人（全体の8.9%）、75歳以上の第1号被保険者が2,916人（全体の
  88.5%）、40歳以上65歳未満の第2号被保険者が84人（全体の2.6%）となっています。
※構成比は端数処理の関係で合計値が合わない場合があります。

・ 令和5年3月から令和6年2月までの給付費の総額は5,874,574千円となっており、前年と比較して379,187千円の減となっています。
・ 訪問介護、通所介護等の居宅（介護予防）サービスの総額は2,399,502千円、グループホーム等の地域密着型（介護予防）サービスの総額
  は1,187,984千円、特別養護老人ホーム等の施設サービスの総額は2,033,556千円となっています。
※費用構成比は端数処理の関係で合計値が合わない場合があります。

認知症対応型通所介護    
小規模多機能型居宅介護    
認知症対応型共同生活介護    
地域密着型老人福祉施設    
地域密着型通所介護    
定期巡回・随時対応型訪問介護看護  

906,700
101,872
12,714
49,840
5,544
18,256
265,883
109,733
93,690
49,462
62,866
2,582
6,548
18,733
108,977
547,724
12,562
21,789
345,298
107,944
60,131

0
900,324
434,496
455,954
9,874
58,105
45,110
8,652

2,466,615

734,177
117,836
12,088
33,561
11,412
10,939
82,730
231,101
40,082
43,333
55,189
2,602
7,747
8,471
77,086
399,071
15,636
19,498
189,903
146,079
25,490
2,465

591,667
245,496
343,411
2,760
41,834
36,374
6,709

1,809,832

758,625
120,939
8,979
34,891
10,939
10,081
202,981
85,113
89,536
26,656
55,065
2,852
4,744
22,303
83,546
241,189
15,584
28,935
174,804
8,824
13,042

0
541,565
272,789
264,925
3,851
29,995
21,352
5,401

1,598,127

2,399,502
340,647
33,781
118,292
27,895
39,276
551,594
425,947
223,308
119,451
173,120
8,036
19,039
49,507
269,609

1,187,984
43,782
70,222
710,005
262,847
98,663
2,465

2,033,556
952,781

1,064,290
16,485
129,934
102,836
20,762

5,874,574

40.8%
5.8%
0.6%
2.0%
0.5%
0.7%
9.4%
7.3%
3.8%
2.0%
2.9%
0.1%
0.3%
0.8%
4.6%
20.2%
0.7%
1.2%
12.1%
4.5%
1.7%
0.0%
34.6%
16.2%
18.1%
0.3%
2.2%
1.8%
0.4%

100.0%

2,479,461
346,334
33,457
111,389
28,329
41,227
587,546
457,871
220,801
103,678
181,286
8,683
23,275
49,165
286,420

1,299,412
54,850
76,301
765,350
285,490
115,691
1,730

2,198,949
1,083,711
1,094,515

20,723
135,197
120,556
20,186

6,253,761

（令和5年3月～令和6年2月利用分）

23％ 27％

23％

令和6年度

令和6年度 ※保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて３年ごとに設定されます。
※第１～３段階は、軽減措置後の保険料率および保険料です。

訪問介護
訪問入浴
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養・医療介護
福祉用具貸与
福祉用具購入費
住宅改修費
特定施設入居者生活介護
予防・介護サービス計画費

　介護保険は、４０歳以上の方が被保険者になって介護保険料を納め、介護が必要になったときに適切な
介護保険サービスが受けられる制度です。この制度は国や市区町村などからの公費とともに、みなさんが
納める保険料を財源として運営されています。
　６５歳以上（第１号被保険者）の方には、住民税確定後の７月中旬に令和6年度の介護保険料を算定し
（本算定）、「介護保険料納入通知書（兼納付書）」によりお知らせします。
　みなさんが安心して介護保険を利用できるよう、保険料の納付にご協力をお願いします。

　第９期揖斐広域連合高齢者福祉計画・介護保険事業計画により、令和６年度から９年度の介護保険料が
見直されました。これは、今後の介護給付費（サービス費）の増額を見込み、介護保険制度の持続可能性を
確保するためのものです。   
〇令和５年度までとの変更点
　所得段階を９段階から１３段階への多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の
引下げが国から示され、下記のとおり保険料を設定しました。

　介護保険料は、特別徴収
（老齢年金等から保険料が
差し引かれる方法）と、普通
徴収（納付書もしくは口座
振替による方法）の２通り
があり、原則は特別徴収の
ため、本人の希望で特別徴
収と普通徴収を選択する
ことはできません。普通徴
収の方は、納期限を忘れず
に納付してください。

６５歳以上（第１号被保険者）の方の介護保険料は、７月に決まります。

★６５歳以上の方は、サービス費用の２３％を人口で割って保険料として負担していただきます。

21,200円

３６，０００円

５０，９００円

６６，９００円

７４，４００円

８９，２００円

９６，７００円

１１１，６００円

１２６，４００円

基準額
×０．２８５

基準額
×０．４８５

基準額
×０．６８５

基準額
×０．９

基準額

基準額
×１．２

基準額
×１．３

基準額
×１．５

基準額
×１．７

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が１２０万円未満の方

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満の方

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満の方

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が３２０万円以上４２０万円未満の方

○世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が
　８０万円超１２０万円以下の方

○世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が
　１２０万円超の方

○世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、
　前年の合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下の方

○世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、
　第４段階以外の方

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

第1段階
○生活保護を受けている方
○世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方
○世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下の方

１４１，３００円

１５６，２００円

１７１，１００円

１７８，５００円

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が４２０万円以上５２０万円未満の方

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が５２０万円以上６２０万円未満の方

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が６２０万円以上７２０万円未満の方

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が７２０万円以上の方

第１０段階

第１１段階

第１２段階

第１３段階

基準額
×１．９

基準額
×２．１

基準額
×２．３

基準額
×２．４

以下、新設

74,400円　です。
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49大野町と本巣市の間を流れる、根尾川で行われる根尾川花火大会。毎年大勢の方が、
楽しみに訪れる人気の花火です。ふるさとの川面を渡る風で凉をとりながら待ち、星が
きらめくと、花火の打ち上げが始まります。自宅から見るのも良し、近くまで出かけてみ
るのも良し。大輪の花火が、美しく夜空を彩ります。夏の風情を感じ、ゆったりとした時間
を過ごしてみてはいかがでしょうか。（今年度は、８月１０日（土）に開催予定。）

　　　　　  （写真提供：大野町観光協会）

根尾川花火（大野町）

揖斐広域連合議会だより
揖斐広域連合老人福祉施設「尚和園」の
民営化について
令和６年度　予算状況
揖斐広域斎場利用状況
揖斐広域連合第９期高齢者福祉計画・
介護保険事業計画の策定について
介護保険の状況
65歳以上の方の介護保険料
介護保険ってなんでしょう
介護保険認定調査員を募集します

2 ●
●

3 ●
4 ●
●

5 ●
7 ●
8 ●
●

揖斐広域連合広報誌 No49

介護保険ってなんでしょう
　「介護保険被保険者証が送られてきたけど、加入した覚えがないよ。」といった相談を
受けることがあります。今の高齢化社会にとって、たいへん重要な役割をもつ制度です
が、まだまだ馴染みの薄いものかもしれません。まずは介護保険について説明をさせて
いただきます。また、介護保険料についてよくあるお問い合わせもご紹介いたします。

　日本国民全員が４０歳になった月から加入して保険料を支払い、介護が必要な人が適切な介護サービス
を受けられるように社会全体で支えるための仕組みです。６５歳になられた方は、揖斐広域連合より
介護保険被保険者証が交付されます。
　介護が必要となった人は、費用の一部を負担して、さまざまな介護サービスを受けられます。
要介護者が介護サービスを受けることで、介護者となる家族の負担を軽減させて家庭を支えるための
ものでもあります。

●介護保険とは

　医療保険（社会保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険等）とは、病気やケガの治療を受ける
場合に提供される医療のための保険です。介護サービスが提供される介護保険とは別の制度です。

●医療保険とは違うの？

　40歳から64歳まではそれぞれの方が加入している健康保険と一緒に収めていますが、65歳になる
と、揖斐広域連合へ健康保険とは別に納めていただくことになります。

●64歳まで納めた記憶がないのですが？

　介護保険制度は、「介護が必要となった方、及び介護者の負担を社会全体で支える」という考えの
もとに介護保険法で定められていますので、介護保険料を納付する義務が生じます。ご理解いただき
ますようお願いいたします。

●介護保険サービスを利用しない場合は、介護保険料は納めなくてもよいの？

　65歳になって間もない方や他の市区町村から転入された方などが特別徴収（年金天引き）を開始する
には、半年から１年程度の準備期間が必要となります。年金を年額18万円以上受給している方は、
約半年から１年後の４月もしくは10月から特別徴収（年金天引き）になります。それまでは、普通徴収
（納付書または口座振替）により納付してください。納め忘れのない口座振替の利用が便利です。

●普通徴収（納付書または口座振替）で介護保険料を納めています。すぐに年金天引きになりますか？

　普通徴収の納付書支払いの場合は、介護保険料納入通知書兼納付書として送付させていただいてい
ます。通常は冊子状で、３枚目より各期別に分けて該当する納付書がありますので納期限等をご確認
いただき、納付していただきますようお願いいたします。

●65歳になってから、介護保険料に関する通知が届いたけれど納付書は入ってないの？

介護保険ってなんでしょう介護保険ってなんでしょう介護保険ってなんでしょう

◆揖斐広域連合から介護保険に関する通知が届いたときには、内容をしっかりと確認していただき
ますようお願いいたします。ご自身で確認することが難しい方は、確認できる方を指定して文書
の送付先を変更することもできます。
◆ご不明な点、質問等がございましたら、担当係までご連絡ください。
　揖斐広域連合　介護保険課  0585-23-0188

介護保険認定調査員を募集します。

令和６年９月３０日（月）
書類審査及び面談

☆応募期限
☆選考方法

お問合せ先（事務局）
　揖斐広域連合　介護保険課　電話 0585－23－0188
　揖斐郡揖斐川町上南方1－1　揖斐総合庁舎５階

■ 介護保険認定調査員（会計年度任用職員）

若干名
⑴揖斐郡内に在住の方　⑵普通自動車免許を有する方　⑶パソコンが使える方（エクセル、ワード等）
令和７年１月６日～令和７年３月３１日
月～金曜日　午前８時３０分から午後４時１５分まで（国民の休日および年末年始を除く）

◎募集人数
◎応募資格
◎雇用期間
◎勤務時間

介護保険サービスを希望する方がどの程度の要支援状態・要介護状態にあるかを、実際に希望する方にお会いして調査
するお仕事です。揖斐広域連合の職員として勤務します。

※勤務条件や応募の際の必要書類などは事務局までお問合せください。


